
（別紙１）

区部ユース・プラザ（仮称）整備等事業

業務要求水準書(案)に関する質問への回答

平成13年9月19日

東　　京　　都
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第 数字 （） ｶﾅ (ｶﾅ)

1
都市公園
法の許可

2 2 2 ｱ

都市公園法の手続きの詳細を具体的にご指示
下さい。
スケジュール、費用、許可の要件等。

仮契約終了後、事業者が許可申請を行い、正式契約後許
可が下りることになります。許可申請に伴う手数料はか
かりません。
許可の要件等は都市公園法に記載されています。

2 用途規制 2 2 2

計画地は第一種住居地域に指定されているた
め、ホテル、一般の店舗、飲食店等は3,000m2
以内とする必要がありますが、これは区部
ユース・プラザと民間提案施設の合計値とし
て、各用途につき、規模制限を満足させなけ
ればならないのでしょうか。
さらに、実施方針に関する質問への回答では
「用途制限については解消する方向で調整
中」とのご回答もあり、前提条件が不明確で
あります。民間提案事業の施設要件に関する
前提条件を教えていただきたい。

面積については、ユース・プラザ、民間提案施設合計値
ではなく、１棟ごとという判断で結構です。計画地は第
一種住居地域のため、建築基準法４８条の制限を受ける
ことになりますが、ユース・プラザについては、基本設
計をもとに許可を得ており、3,000㎡の規制は受けませ
ん。
民間提案施設については、制限を超える施設を作る場合
は、事業者が許可申請を行う必要があります。

3
消防法上
の扱いに
ついて

2 2 2
消防法上の防火対象物の扱いは、基本設計報
告書どおり15項と考えてよろしいでしょう
か。

消防法施行令、別表１－16項のイです。

4
民間提案
事業の規

模
2 2 3 ｱ

新棟の規模が6,000㎡の範囲内に、民間提案事
業の面積が含まれるのか。また、民間提案事
業部分の事業期間等は9/3に明らかになると考
えてよいか。

6,000㎡には民間提案事業の面積は含まれません。　民間
提案事業部分の事業期間につきましては入札公告時にお
示しします。

5

バリアフ
リーへの
配慮（仕

様）

2 2 4 ｱ

バリアフリーへの配慮の基準は、ハートビル
法の仕様でよろしいでしょうか。

ハートビル法（誘導的基準が望ましい）及び東京都福祉
のまちづくり条例(誘導基準が望ましい)を適用してくだ
さい。

6

夢の島体
育館の図
面につい

て

2 2 4

既存夢の島体育館の詳しい、現況図面又は設
計図面（意匠・構造・設備）をいただけない
でしょうか。

有償（実費）にて販売いたします。入手方法について
は、「区部ユース・プラザ（仮称）整備等事業　今後の
日程等について」の「４　その他」を参照してくださ
い。

7
対策に伴
うリスク
の負担

2 2 5 ｵ

騒音､塩害､メタンガス､地盤沈下､ゴミ処理は事
業者で対策を施すこととなっているが、施工
中、運営期間中にこれらに起因して起こった
災害等はすべて事業者のリスクとなるのか？
(都の土地であり、都もリスク負担すべきでは
ないか)

騒音、地盤に関するデータを都で示すので、騒音、塩
害、メタンガス、地盤沈下、ゴミ処理に対する対策につ
いてご提案頂き、リスクも事業者に取っていただくもの
と考えております。ただし、都の提供したデータの誤り
に起因する損害は都で負担致します。また、データから
合理的に判断できる対策を講じたにもかかわらず、発生
したものに関しては、損害分担規定に従って負担を分担
します。

8
埋設ゴミ

対策
2 2 5 ｵ ｵ

･･･埋設のゴミ対策を講じ事業を推進するこ
と。」はどういう趣旨か、具体的に提示願い
たい。

埋設されていたゴミを場外に処分する場合は、法令に
従って適切な処置をしてください。

9
メタンガ
ス対策

2 2 5 ｵ ｳ

･･･ゴミの埋立地であることから、メタンガス
対策を講ずること。」とあるが、対象は何
か、又現状での問題点を提示願いたい。

基本設計の「メタンガス対策」を参考にしてください。
既存棟ではこれまでに大きな事故等は発生していません

10
地盤沈下
データ等

2 2 5 ｵ ｴ

･･･現在でも地盤沈下しているため、対策を講
ずること。」とあるが、過去データ又は、今
後の推測値等提示願いたい。更に、対策を講
ずる範囲はどのように考え、対策のイメージ
はどのように考えていますか。

基本設計「地盤沈下対策」及び、別途販売している「地
盤調査」を参考に事業者が判断してください。

11
騒音デー

タ
2 2 5 ｵ ｱ

･･･騒音対策を施すこと。」とあるが、騒音
データをご提示願いたい。

騒音調査の報告書を配布します。入手方法については、
「区部ユース・プラザ（仮称）整備等事業　今後の日程
等について」の「４　その他」を参照してください。

12
地盤沈下
の対策に
ついて

2 2 5 ｵ ｴ

夢の島は現在でも地盤沈下している。との事
ですが、沈下量の経年（月）変化データがご
ざいましたら、開示頂きたくお願い致しま
す。

基本設計「地盤沈下対策」及び、別途販売している「地
盤調査」を参考に事業者が判断してください。

13

地盤沈下
の処置に
対する

サービス
対価

2 2 5 ｵ ｴ

既存棟の外構部分で地盤沈下している箇所の
整備に関わる費用は、既存棟の他の改修工事
と同様に事業者に対するサービス購入料Cの一
部として回収すると考えて宜しいでしょう
か。

その通りです。

区部ユース・プラザ（仮称）整備等事業「業務要求水準書(案)」に関する質問への回答

№

　区部ユース・プラザ(仮称)整備等事業「業務要求水準書（案）」（平成13年７月31日公表）
に関する質問への回答を、項目順に整理して記述してあります。
　回答は、現段階での考えを示したものです。今後の意見招請等により変更する可能性があります。

水準書(案)該当箇所
質　　　問 回　　　答タイトル
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第 数字 （） ｶﾅ (ｶﾅ)
№

水準書(案)該当箇所
質　　　問 回　　　答タイトル

14
余熱利用
に関する

条件
2 2 5 ｳ

具体的な条件は入札説明書で明らかにする予
定となっていますが、既存棟及び新棟への供
給可能量は平成11年度実績（4,062Gcal）程度
と考えて宜しいでしょうか。

現在、余熱供給もとの二十三区清掃一部事務組合との協
定では、最大約3.3Ｇｃａｌ／時となっています。この協
定は、区部ユース・プラザにも適用されます。

15

騒音対
策、塩害
対策、メ
タンガス
対策、地
盤沈下対
策、ゴミ
処理対策

2 2 5 ｵ

対策について明快な基準は設けられるのか？ 騒音対策については、別途配布する騒音測定データを参
考にし、区部ユースプラザとしての諸活動に影響を及ぼ
さない室内環境が得られる防音処置を講じてください。
宿泊室は、業務要求水準書（案）ｐ１１「（３）宿泊施
設」に規定があります。
塩害対策については、入札公告時に示す予定です。
メタンガス対策については、基本設計の「メタンガス対
策」を参考にしてください。
地盤沈下対策については、基本設計「地盤沈下対策」及
び、別途販売している「地盤調査」を参考に事業者が判
断してください。
ゴミ処理対策については、埋設されていたゴミを場外に
処分する場合は、法令に従って適切な処置をしてくださ
い。

16
工事車両
の搬入路

2 2 5 ｲ

「工事車両の搬入路」の図が示されています
が、判別しにくいと思われますので、もう少
し大きく明解な図をお示し下さい。

入札公告時に示す予定です。なお、基本設計に記載され
ている工事搬入方法は、若干変更する予定です。

17
地盤沈下

対策
2 2 6 ｴ

建物を計画する上で、平屋の軽いものを建築
するのであれば、杭を使用せず、基礎梁を補
強し、長期的に沈下させることを前提に考え
てよろしいでしょうか。

新棟の躯体については、65年間の耐用年数を考えていま
す。耐用年数が65年間であることが合理的に説明できる
のであれば、採用してもかまいません。
ただし、不同沈下にともなう不都合（既存棟との関係も
含む）が発生しないよう、十分な対策を行う必要があり
ます。

18
地盤沈下
の処置

2 2 6 ｴ

現在の既存棟外構は地盤沈下が進んでいる箇
所が見受けられるため・・との記述あるが
（Ｐ６．）現場確認が必要です。どのような
手続きを踏めば現地調査が可能か。

調査を希望する場合は、事前に東京都教育庁生涯学習部
社会教育課（ユース・プラザ開設準備担当）までご連絡
ください。（電話03-5320-6868）

19
地盤沈下
データ等

2 2 6 ｴ

･･･地盤沈下している箇所の整備を行うこ
と。」とあるが、具体的位置・数値的デ－タ
及び仕様を提示願いたい。

基本設計「地盤沈下対策」及び、別途販売している「地
盤調査」を参考に事業者が判断してください。

20
地盤沈下
の処置に
ついて

2 2 6 ｴ

地盤沈下している箇所の整備を行う事。と記
載されておりますが、沈下位置、及び現在の
沈下量のデータを提示して頂けますでしょう
か。

基本設計「地盤沈下対策」及び、別途販売している「地
盤調査」を参考に事業者が判断してください。

21
駐車場の

設置
2 2 6 ｲ

５台程度の駐車場設置のうち、障害者が本施
設を利用する場合この駐車場を無料で使用で
きるという理解でよいか？

５台程度の駐車場は、ユース・プラザを利用する障害者
のために設置するもので、無料となります。

22
植栽につ

いて
2 2 6 ｱ

周囲と景観と調和のとれた植栽とあります
が、樹種など夢の島公園の植栽計画に関する
資料をいただけますでしょうか。

資料を配布します。入手方法については、「区部ユー
ス・プラザ（仮称）整備等事業　今後の日程等につい
て」の「４　その他」を参照してください。

23
給水設備
について

2 2 7 ｳ ｶ

受水槽を設けた給水設備の設置をする。と記
載されておりますが、新棟、及び既存棟共考
慮した容量として計画する事。と考えるので
しょうか。

新棟のみを考慮した容量として計画してください。既存
棟は、現設備を使ってください。

24
防災設備
について

2 2 7

新棟に設ける中央監視室を防災センターとし
て計画する際、既存棟への既存遡及を考慮す
ると考えてよいでしょうか。

結構です。既存棟の遡及を考慮してください。東京都で
作成した改修計画では既存棟の防災盤・中央監視盤・総
合監視盤を改修し、新棟へ信号を送る計画になっていま
す。

25 水害対策 2 3 1

水害対策については特記されていませんが、
特に考慮しなくてよろしいでしょうか。
ＧＬの配慮、防潮板の検討等。

水害については特に想定していません。また、夢の島体
育館が開館してからは、水害の被害は起きていません。

26
構造上配
慮すべき

事項
2 3 1 ｱ

建物の構造強度は建築基準法に準拠するもの
とするとなっていますが、上記外に構造上配
慮すべき事項が有ればご提示下さい。

建築基準法に準拠してください。新棟の躯体について
は、65年間の耐用年数を考えています。

2 



第 数字 （） ｶﾅ (ｶﾅ)
№

水準書(案)該当箇所
質　　　問 回　　　答タイトル

27
耐震上の
重要度係

数
2 3 1 ｱ

建物の構造強度は建築基準法に準拠するもの
とするとなっていますが、新棟の耐震性能に
重要度係数を考慮しなくてよろしいでしょう
か。
また、既存棟も同様な配慮がなされているの
でしょうか。

新棟の耐震性能には、重要度係数を考慮しなくても結構
です。また既存棟は、旧耐震基準×１．２５として設計
されています。

28
他施設と
の整合性

2 3 1

新棟、既存棟ともに「他施設との整合性に配
慮する」とかかれているが、明快な基準は入
札要綱で公表されるのか？

入札公告時に示す予定です。

29
新棟施設

仕様
2 3 2

会議研修室の仕様条件に和室タイプの指定が
ありますが、これはどのような使用目的を想
定されているのでしょうか。

主に以下の２種類のケースを想定しています。
①茶道等の文化活動、各種団体等の親睦・懇談など和室
の方が活動しやすいケース
②養護学校の活動、幼児等のレクリエーション活動、高
齢者の活動など、靴を脱いで座って活動した方が安全で
使いやすいケース

30

新棟施設
仕様に対
する自由

度

2 3 2

区部ユース・プラザ面積試算表（新棟）に示
されている施設名、個数及び面積は拘束力を
もつものではないとのことですが、最低基準
（演劇室は最低１室は設置する等）と全体規
模6,000m2の範囲内を条件として、その他は自
由に提案するのでしょうか。

その通りです。ただし、新棟に要求している性能が確実
に満たされていることが条件です。

31 新棟施設 2 3 2

新棟施設の整備に音楽室はＡ，Ｂ最低１室と
書かれているが、別紙２の面積試算表ではそ
れぞれ２室あるように、設定に違いがあるも
のが見受けられる。
設計をするに当たってはどちらの資料に基づ
いて施設を設置すべきか？

新棟建設にあたって、最低限必要とする部屋数について
は、業務要求水準書本文の記述に基づいてください。別
紙で示した面積試算表は一つの参考であり、これにとら
われるものではありません。

32 浴場利用 2 3 3

浴場（障害者）の利用について、障害者利用
時以外の一般宿泊者の利用は可能でしょう
か？

可能です。

33
障害者用
宿泊室

2 3 3

車椅子の利用の想定は、障害者用宿泊室だけ
でよろしいですか。
他のシングルルームは健常者の想定（扉巾員
など）でよろしいですか。

東京都福祉のまちづくり条例を遵守してください。

34
騒音対策
（ＮＣ
値）

2 3 3

春秋などの中間期には、音楽室・演劇室とも
窓をあけて活動したとの希望があると思いま
す。この場合、所定のＮＣ値を放棄して、窓
をあけて部屋の利用を行ってもよろしいです
か。

他の公園利用者に支障のない程度において、窓を開けて
の練習も可能です。

35

新棟に設
置する浴
場の利用

者

2 3 3

新棟に設けられる浴場は基本的には身障者用
であり、一般の宿泊者の入浴は既存棟の浴場
を利用することになっていますが、養護学校
等の身障者の団体利用時以外は一般の宿泊者
の利用を可能とする方向で見直す余地はある
でしょうか。是非ご検討いただきたい。

一般の宿泊者が新棟浴室を利用することも可能であると
考えます。

36
団体タイ
プの宿泊

室
2 3 3

団体タイプ宿泊室は４人部屋、６人部屋、10
人部屋による構成が参考として示され、必須
条件として養護学校の宿泊訓練での利用を想
定した10人規模の和室を最低3室設置となって
いますが、一般利用も積極的に取り入れ、利
用の繁閑を最小化していくためには、極力特
殊な部屋タイプを設けない事が望ましいと考
えます。
団体タイプ宿泊室の仕様条件について提案す
る余地を是非ご検討いただきたい。

都は、養護学校の宿泊訓練の場としての当施設の役割を
重視しております。その為に養護学校の生徒が利用でき
る10人規模の和室3室の設置を条件付けました。この条
件を遵守しつつ他の人の利用も可能な宿泊室の設置をご
検討ください。

37
宿泊施設
の主な利
用対象者

2 3 3

宿泊室の主な利用対象者に提携施設利用者と
あり、提携施設として辰巳国際水泳場等と記
されていますが、どのような提携内容なので
しょうか。都が検討されている内容について
提示していただけますでしょうか。
また、辰巳国際水泳場以外の提携施設とは夢
の島公園内施設、東京夢の島マリーナ、夢の
島運動場を指すのでしょうか。又はそれ以外
の施設も含まれるのでしょうか。

現在の案としては、提携施設を利用したスポーツ大会、
スポーツ合宿等をパックにした宿泊サービス企画などで
す。また、主催事業での周辺施設利用、連携施設利用者
宿泊プラン設定等を考えています。詳しいイメージにつ
いては、入札公告時にお示しします。
辰巳国際水泳場以外の提携施設とは夢の島公園内施設
（夢の島運動場を含む）、東京夢の島マリーナを指しま
すが、施設の設置目的に沿った連携先・連携内容であれ
ば、事業者の判断で、よりエリアを広げた提案も可能と
する予定です。

3 



第 数字 （） ｶﾅ (ｶﾅ)
№

水準書(案)該当箇所
質　　　問 回　　　答タイトル

38
宿泊室の

設備
2 3 3

団体タイプ宿泊室について、個室間をつなぐ
コネクティングルームにて対応することは可
能か？

要求水準書（案）で示している団体利用に不都合が生じ
ない内容（例えば、多人数で同一の部屋に宿泊すること
に対するニーズ〔集団で泊まる体験の必要性、引率者の
指導のしやすさ等〕への対応）であれば、可能と考えま
す。

39
宿泊室の

設備
2 3 3

個室内にユニットバスまたはシャワー等の施
設を設けることは可能か？

業務要求水準書（案）では、個室タイプ宿泊室にはユ
ニットバスを設置することになっています。

40
浴室の設

置
2 3 3

個室タイプ宿泊室（シングルルーム、ツイン
ルーム）には、各室に浴室が付いているので
しょうか。建設後の長年の使用、国際化等を
考え、付けるの必須条件と思われます。

業務要求水準書（案）では、個室タイプ宿泊室にはユ
ニットバスを設置することになっています。

41 宿泊施設 2 3 3

新棟宿泊室の仕様条件に全室、トイレ、洗面
所を設置するとあるが、タイプによって各部
屋毎に浴室、シャワー室を設けることは可能
か？

可能です。個室タイプ宿泊室においては、設置が仕様条
件です。

42

介助を要
する身体
障害者の
入浴頻度
について

2 3 3

浴場（障害者）についての利用頻度は、どの
程度の頻度を想定しているのでしょうか？他
の施設での実績等あれば教えていただきた
い。

青年の家における障害者団体の利用実績は、以下の通り
ですが、浴場のみを抽出したデータはありません。な
お、現在の青年の家における養護学校等の浴室利用は、
多くの場合、事前に時間を調整して貸切で提供していま
す。
・青年の家（平成12年度）実績（宿泊・日帰り合計）：
　　174件、6,085人（延人員、うち日帰り814人）
施設別内訳
　八王子:18件320人、青梅:28件1203人、狭山:32件707人
　五日市:17件832人、武蔵野:14件268人、水元:38件1403
人
　府中:27件1352人
　

43
宿泊施設
個室タイ
プ宿泊室

2 3 3

宿泊施設の個室タイプにおける「高速通信回
線」とは、有線ケーブルあるいはADSL等のイ
ンターネット常時接続を想定していますか。
そうであれば、利用者にはどのような課金シ
ステムとなりますか。

都としては、高速通信回線の形態及び課金システムの特
定はしません。事業者において検討してください。

44
洗面所の

設置
2 3 6

洗面所を宿泊室のあるフロアには設置するこ
ととなっていますが、施設の有効利用の観点
から各室への設置に仕様を変更することは可
能でしょうか。

ユース・プラザは青少年団体、学校等の利用も想定して
おり、各室のみの洗面台設置では、利用に不便が生じる
ことが予想されます。少なくとも団体タイプの部屋を設
置するフロアには洗面所を設置してください。

45

機械室の
バック

アップ装
置

2 3 6

余熱供給がストップした時のバックアップ装
置を必ず設置するとなっておりますが、P.23
の施設提供業務の休館等の中で選定事業者
は、清掃工場からの熱供給が停止するとき休
館できることとなっており、運営上、支障が
なければ、バックアップ装置を設置しないこ
とで考えてもよろしいでしょうか。

清掃工場からの余熱が停止した場合、施設の全館休館と
はせず、少なくとも新棟及び既存棟のプール・体育室以
外の営業は必要です。したがって、そのためのバック
アップ装置は設置してください。

46
再調理場
の仕様条

件
2 3 7

レストランには再調理場を設けるとあります
が、このコーナーは利用者が自ら使用するの
でしょうか。厨房内又は食堂内等設置場所に
条件がある場合は提示していただきたい。

利用者が自ら調理をする場を提供するもので、主に食事
について再調理が必要な養護学校の利用を念頭において
います。設置場所の指定はありません。
再調理とは、普通に調理されたものに更に手を加えて、
その人の摂食機能に見合った食物の形態にすることをい
います。例えば、フードカッター等にかけてとろみを加
えたり、茹でた食材をミキサー等にかけてクリーム状に
したり、裏ごしをしてペースト状にする等です。

47
新棟施設

仕様
2 3 7

フリースペースとしてまた植物栽培等で屋上
の利用は可能でしょうか。

可能です。

48 改修内容 2 4 1

改修する既存棟の中に、アスベストやＰＣＢ
等の特定化学物質に適用される産業廃棄物に
該当するものはありますか。

あります。場所等については「別冊２」で示したとおり
です。

49
耐震改修

工事
2 4 1

既存棟に対する改修・増築の方式によって
は、既存棟耐震改修が必要となる場合が予想
されますが、その場合の耐震改修設計費・工
事費は事業者の負担となるのでしょうか。

その通りです。ただし、東京都が計画している改修工事
（別冊２）では、耐震改修を想定していません。

4 
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50

既存棟施
設仕様の
使用目的

変更

2 4 2

既存棟施設仕様の(2)機能変更の使用目的は変
更することが可能でしょうか？例) 第三体育室
に屋内テニスコートを設ける、等。

可能ですが、業務要求水準書で当初の目的として想定し
ていた機能は、他の場所に確保してください。その際は
レイアウト変更の提案を行ってください。提案時期等詳
細については、入札説明書で提示します。

51

既存棟施
設仕様の
機能変更
について

2 4 2

第三体育室において仕様目的でバレーボール
は想定されていませんが、特別の理由がある
のでしょうか？

バレーボールを行なうことは可能です。ただし、照明器
具を天井からつるしておりますので、このことに配慮し
た上で使用してもらうことになります。

52
設備等更

新
2 4 3

９月３日以降の配布に、既存棟老朽化に伴う
設備等の改修一覧、既存棟期修繕計画の資料
がある。
受領後見積り作業になるが、現地調査は必ず
必要となるので、どのような手続きを踏めば
現地調査が可能か。

調査を希望する場合は、事前に東京都教育庁生涯学習部
社会教育課（ユース・プラザ開設準備担当）までご連絡
ください。（電話03-5320-6868）

53
既存棟の
設備更新

2 4 3

既存棟の設備棟の更新箇所を含め、全体の設
備更新歴をお教えください。

既存棟の詳細な設計図面等を販売します。入手方法につ
いては、「区部ユース・プラザ（仮称）整備等事業　今
後の日程等について」の「４　その他」を参照してくだ
さい。

54
設備更新
について

2 4 3

ここに示される更新箇所以外の設備について
は、事業開始時の現状渡しとなるのでしょう
か。又はある程度、修繕された状態で引き渡
されるのでしょうか。

ここに示した事項は、改修の概要になります。詳細の改
修項目は別冊で提示しておりますのでご参照ください。
別冊に記載した事項以外は現状引渡になります。

55
既存棟の
耐震診断

結果
2 4 4

現行法が既存棟に遡及することから、既存棟
の耐震性能は現行法に準拠した耐震性能を確
保している必要が有ります。
耐震診断結果および耐震診断計算書をご提示
下さい。

既存棟の耐震診断は完了しており、現在評定手続き中で
す。11月には、評定がおりる予定ですので、それ以降、
東京都教育庁生涯学習部社会教育課において閲覧により
提供します。閲覧についての詳細は、社会教育課（ユー
ス・プラザ開設準備担当）までお問い合わせください。
（電話03-5320-6868）

56

施設レイ
アウト変
更の際の
審査基準

2 4 5

施設レイアウト変更提案を行った場合、審査
基準はどのようになるのか？

審査基準については、入札公告時にお示しします。

57
施設レイ
アウト変
更提案

2 4 5 ｲ

｢施設レイアウト変更提案｣を認めることと
なっているが、その場合、改修コストは既存
棟改修コストの中に含めるのか。その場合、
選考上、公平感を持たせるには、どのような
評価方法をとるのか。

施設レイアウト変更提案による既存棟改修コストは、既
存棟改修コストに含める予定です。審査基準について
は、入札公告時にお示しします。

58

レイアウ
ト変更す
る際の最
低基準

2 4 5 ｲ

需要調査に基づき新たに提案する活動施設の
設置及び施設の構造上、既存棟の設計内容を
変更してよいとありますが、既存棟の機能変
更に示されている中で、最低限、既存棟又は
新棟に配置すべき機能を提示していただきた
い。

民間事業者の需要調査の結果、必要とされるレイアウト
変更はすべての項目で提案が可能です。ただし、変更に
より業務要求水準で示す機能が満たされなくなることの
ないようにしてください。変更内容は事前に提示してい
ただくことを予定していますが、提案時期等詳細につい
ては、入札説明書で示します。

59

ＶＥ提
案、レイ
アウト変

更

2 4 5

新棟に設置すべき活動施設を新棟、既存棟の
配置バランス上、既存棟に設置した場合将来
の大規模修繕が発生した場合の負担は都にな
るのか？
またその逆の場合はどうなるのか？

提案時に見込まれる修繕はすべて修繕計画に記載し、事
業者が負担する事として事業計画を立て、必要なサービ
ス購入料を算出してください。この場合の負担は、民間
事業者になります。

60

運営期間
中の大規
模修繕に
ついて

3 1 2

運営期間中における大規模修繕は「都で行
う」とのことですが、どういう内容でしょう
か？都は別途予算措置を講じるのみなのか、
主体となって修繕内容や施工者をも決定する
ことになるという意味でしょうか？また、施
工者を選定する際には、その都度入札を行う
のでしょうか？

経常修繕や計画修繕に含まれない大規模修繕は、都が修
繕内容や施工者を決め都の費用で行います。契約書案別
紙1の大規模改修の定義を参照してください。施工者の
選出はその都度、都の定められた方法により行う予定で
す。

61

利用制限
をした時
の休業補

償

3 2 3 ｵ

熱供給が停止した場合に、利用制限が起き
る。その際の休業補償は認めてもらえるの
か。特に、プールの休業について。

年間２週間程度、また、３から４年に１回年末年始の工
場保守点検のための余熱供給停止期間が発生します。そ
の期間の補償については都は行いません。それ以外に起
きた突発的な停止については、リスク分担に基づいて行
います。

62
開館時間
について

3 2 3

開館時間を延ばすことができると書かれてい
るが、開館時間を縮めることは可能か。

都の示す活動施設の利用時間が確保されていれば、縮め
ることを含めて開館時間等を変更することが可能です。

63
開館（利
用）時間

3 2 3

提案時に設定した、開館時間、利用時間等を
運営途中で変更することは可能か？その際に
サービス対価等に影響を与えるか？

都が示した水準を満たした範囲内であれば、都の合意の
もとに変更することも可能です。
サービス購入料については、都及び事業者において協議
を行うことを考えています。

5 
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64

開館日及
び開館

（利用）
時間等

3 2 3

閉館時間は22:30としていますが、にぎわいの
創出という観点からは妥当な時間ですが、青
少年の公衆道徳の観点からは "遅すぎる" と思
われますが、いかがでしょうか。

本件施設の利用者は青少年に限定されないこと、昨今の
社会動向等を考慮しますと、妥当なものだと考えていま
すが、都の示す活動施設の利用時間が確保されていれ
ば、閉館時間等を変更することは可能です。

65 宿泊料金 3 2 4 ｷ

旅行代理店が斡旋する修学旅行生の宿泊料金
は、営業目的とみなした料金設定でよろしい
ですか。

その通りです。

66
利用料金
の割増

3 2 4 ｲ

宿泊施設の観光・ビジネス等での利用に対し
ては、割増料金を設定することとなっていま
すが、利用目的別に宿泊利用者を区分するた
めには、実際に区部ユース・プラザの活動施
設や近隣の提携施設を利用しているかを
チェックする必要があり、その分運営コスト
が増加する結果になると予測されます。よっ
て、利用目的によらない料金設定の方法を検
討していきたいと考えますが、宿泊施設利用
料金についても、文化・学習施設、スポーツ
施設と同様に少年、青年、一般といった区分
による料金設定に変更することは可能でしょ
うか。

本施設は、文化・学習・スポーツ活動を目的とした団体
等を本来の対象とした施設であり、観光・ビジネス等で
の利用は、施設の有効利用の観点から受け入れるもので
す。したがって、本来の対象者とそれ以外の利用者への
サービスにおいて差を設けることは必要と考えていま
す。利用目的別に区別を行なった料金設定を検討願いま
す。
なお、本来の対象者の宿泊施設利用料金は、少年、青
年、一般という区別を指定しています（業務要求水準書
（案）P64「別紙７」）。それ以外の観光・ビジネス等
での宿泊施設利用料金の区分等については、選定事業者
の判断で設定してください。

67

利用料金
設定にお
ける団体
の定義

3 2 4 ｱ

文化学習施設、スポーツ施設の料金体系試案
における「団体」の定義を教えていただきた
い。

４人以上で構成され、構成員が共通の活動目的を持った
集団を指します。

68
利用料金
の設定

3 2 4 ｱ

施設の利用料金はＰＦＩ事業者が設定し、提
案するということですが、利用料金の設定額
を低くすることと、東京都のサービス購入料
を低く抑えることは相反する要素にもなり得
るため、利用料金の設定額が審査上どのよう
に評価されるのかが不明確であります。
利用料金は施設の公共性を配慮した金額を東
京都が設定し、業務要求水準書にて提示して
いただきたく思います。

本事業における適切な料金は、事業者が提案する施設の
整備の状況、需要の見通し、運営等の経費、運営の方法
等に依存する要素が大きいため、都において一概に決め
ることは必ずしも適当ではないと考えます。加えて、本
事業においては、施設利用利用料収入は直接選定事業者
の収入となるため、これらのことを民間事業者において
総合的に判断し、適切な料金を設定していただくことを
期待しています。
利用料金設定の審査上の取り扱いについては、入札公告
時に示します。

69 利用料金 3 2 4

割増料金については、今回の提案に関らず、
民間のマーケット変動を元に、民間事業者が
適宜設定可能との理解でよいか？

その通りです。

70 利用料金 3 2 4

割増料金については、民間事業者が民間の
マーケット感覚を元に設定するとの理解でよ
いか？

その通りです。

71
利用料金
の変更

3 2 4

運営の途中で利用料金を変更した場合、都か
らもらうサービス対価はその分（例えばアッ
プした分）減額されるのか？

施設利用料金が変更された場合は、都及び選定事業者で
ｻｰﾋﾞｽ購入料の変更について協議を行い、決定します。

72
特別プラ

ン
3 2 4 ｳ

ユースプラザ利用等プラン等の特別プランと
あるが、一般利用とは別に、会員を募り会員
制として利用者を集めることは許されるの
か？

可能です。
ただし、本施設は、誰にでも開かれた親しみやすい施設
として、青少年をはじめとした多くの都民の活動を支援
するために設置するものです。したがって、会員制の事
業等を実施する際には、本来の設置目的にもとづく施設
提供事業、社会教育事業等を妨げることのないように、
会員制度の目的、会員の対象、募集・確定方法、会員の
利用特典（時期、施設、料金等）等の設定には十分に配
慮してください。

73 利用料金 3 2 4

別紙７に示されている料金体系試案はどこま
で拘束力を持つのか？自由に設定して良いと
言うことであれば、この試案の数字の持つ意
味は？

試案に示した料金体系試案は、参考の数字であり、拘束
力は持ちません。
この試案の数字の意味は、一つのシミュレーションを示
すことにより、料金のおおよその水準と料金設定のイ
メージを伝えることを意図しています。実際に適切な料
金設定は、事業者が提案する施設の整備の状況、需要の
見通し、運営等の経費、運営の方法等により変わると考
えます。加えて、本事業においては、施設利用利用料収
入は直接選定事業者の収入となるため、これらのことを
民間事業者において総合的に判断し、適切な料金を設定
していただくことを期待しています。
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74 料金体制 3 2 4

料金設定に関しては、運営期間の20年間は当
初の設定料金体系に拘束されるのでしょう
か。
利用状況に応じ事業者側の判断で変更が可能
であれば弾力的な運営・経営が可能となるの
ですが。

利用状況に応じ、都と事業者の協議の下で変更が可能で
あると考えております。

75 利用料金 3 2 4

宿泊施設の料金設定で一般対象者はいかなる
場合でも青年、少年と料金を区別する必要が
あるのでしょうか。例えば青少年団体が利用
する際、引率一般成人は青年又は少年利用料
金と同じにして良いのでしょうか。

基本的には、宿泊者個人の属性で区分してください。選
定事業者が自由に設定する特別プラン等については、こ
の限りではありません。

76
スポーツ
施設の個
人利用

3 2 5 ｱ

「スポーツ施設の個人利用については、利用
当日の受付とする」と書かれているが、予約
制にして受け付けることも可能か？特に会員
制度を導入した場合、当然個人会員の予約を
受け付けることとなるが、許されるのか？

事業者の自由とします。
ただし、本施設は、誰にでも開かれた親しみやすい施設
として、青少年をはじめとした多くの都民の活動を支援
するために設置するものです。したがって、会員制の事
業等を実施する際には、本来の設置目的にもとづく施設
提供事業、社会教育事業等を妨げることのないように、
会員制度の目的、会員の対象、募集・確定方法、会員の
利用特典（時期、施設、料金等）等の設定には十分に配
慮してください。

77

利用者の
決定及び
料金の徴
収方法

3 2 5

利用受付体系の設定で、（ｱ）-④で示されて
いる事業は利用の申込については、随時受け
付けることとあるが、示された事業の現時点
で想定されている年度予定をお示し下さい。

主体がそれぞれ異なるため、利用予定は想定できません
が、青年の家の過去の実績は以下の通りです。
・青年の家　平成11年度実績(人数は実人員）
  教育委員会等の利用(33件1663人）
　　4月:1件130人、5月:4件180人、6月:4件231人、
　　7月:2件　99人、8月:1件　49人、9月:5件302人、
　　10月:5件207人、11月:5件287人、12月:1件29人、
　　1月:なし、2月:2件61人、3月:3件88人
  学校の利用（81団体3357人）
　　4月:6件396人、5月:7団体354人、6月:10件429人、
　　7月:19件737人、8月:なし、 9月:14件376人、
　　10月:10件339人、11月:7件362人、12月:なし、
　　2月:なし、3月:8件364人

78
駐車場の

管理
3 2 6 ｷ

夢の島公園駐車場の管理について、公園協会
との運営・業務区分を御教えください。
・駐車券の処理管理等

夢の島公園の第一及び第二駐車場については、運営等は
全て東京都公園協会の所管になります。ユース・プラザ
敷地内に設置する駐車場は、ユース・プラザを利用する
障害者用として設置するものです。ユース・プラザ敷地
内駐車場の管理はユース・プラザが行いますが、公園駐
車場を経由して出入りするものであり、駐車場料金（駐
車券）等の扱いは公園駐車場の利用と同様になります。
したがって、ユース・プラザにおいて駐車券を処理する
業務は発生しません。なお、現在夢の島公園駐車場にお
いては、障害者の利用料金免除規定があります。

79
既存棟の
必要備品
に関して

3 2 6 ｴ

浴場利用者には、１人１枚以上のタオルを貸
し出すとなっていますが、貸し出しは無料で
しょうか？

スポーツサウナとしての利用料金に含まれていると考え
ています。また、宿泊利用者については、宿泊料金に含
まれているものと考えます。

80
新棟に設
置する浴

場
3 2 6 ｲ

新棟の浴場が障害者対応のものをつくるよう
決められているが、健常者も利用できる仕様
に変更される可能性はないか？

新棟の浴室は、障害者専用ではなく、既存棟浴室だけで
は足りない場合等の健常者の利用も想定しています。

81 浴場利用 3 2 6 ｴ ｲ

既存棟、新棟両方において浴場利用者には１
人１枚以上のタオルの貸し出すというコスト
のかかるサービス内容の条件として規定して
いてるが、特別な理由があるのでしょうか。

スポーツサウナ利用者へのサービスとして、現在の夢の
島体育館においてはタオルを貸し出しています。ユー
ス・プラザにおいては、スポーツサウナと浴場が兼用と
なるため、スポーツサウナ利用者へのサービスの継続性
を考慮し、タオルの貸し出しを規定しました。

7 
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82
新棟に設
置する浴

場
3 2 6 ｲ

原則として障害者団体が利用する場合のみに
しか新棟の浴場をオープンにしてはいけない
理由は何でしょうか？宿泊者数に対する障害
者の利用割合が非常に高いと予想されるから
でしょうか。それとも障害者を主な利用者と
位置付ける新棟とする意図があるからでしょ
うか。

障害者団体の場合、貸切による利用が必要となる場合が
多いため、他の利用者とは別の浴場を設置し、平行して
提供することが効率的であると考えます。加えて、既存
棟の浴場は、施設内容や宿泊室からのアプローチ等にお
いて必ずしも障害者に使いやすいものになっていないた
め、新棟に設置する浴場を主に障害者用としました。な
お、新棟の浴場は、既存棟浴室だけでは足りない場合等
の健常者の利用も想定しています。
また、既存棟及び新棟の浴室の内容の変更は、民間事業
者の判断による施設レイアウト変更提案により可能で
す。

83
その他の
留意事項

3 2 6

プールにはプールガードを置くことは必須だ
と思いますが、それ以外のスポーツ施設で重
大な事故が生じると考えられる柔道場などを
個人で利用する場合、その施設に安全管理の
ためにウォッチの担当者が必要でしょうか。
また、万一事故が起こったときの責任範囲は
どうなりますか。

事故が発生した場合、その原因が本件施設の管理にある
場合は、施設管理者である事業者の責任が問われること
が予想されます。事故発生を防止するための方策を講じ
るとともに、万一事故が発生した場合に対応にも留意し
てください。
ウォッチの担当者を含め、安全管理方法は、法令をふま
え、事業者の提案に拠ります。

84 保育室 3 2 6 ｵ

保育室については利用者の責任で使用するよ
うに読み取れます。その場合何か事故が起
こった場合、利用者に全て責任を負ってもら
うと理解して良いのでしょうか。また保育士
の配置をして利用者から料金を徴収しても良
いのでしょうか。

事故が発生した場合、その原因が本件施設の管理にある
場合は、施設管理者である事業者の責任が問われること
が予想されます。事故発生を防止するための方策を講じ
るとともに、万一事故が発生した場合に対応にも留意し
てください。
保育士の配置及び料金の徴収は民間事業者の自由としま
す。

85

社会教育
事業

企画委員
会

3 3 1

企画委員会出席の有識者の人選方法について
御教えください。

企画委員会出席の有識者については、都が決定します。
（契約書（案）「別紙７」参照）

86

社会教育
事業に係
るサービ
ス購入料
の支払い

時期

3 3 1

別紙8では事業実施年度の4月にサービス購入
料の支払いがあると解釈できる図がありま
す。一方、契約書（案）第51条第2項では社会
教育事業に係るサービス購入料は後払いと
なっています。どちらを前提に考えれば宜し
いでしょうか。

サービス購入料の支払時期については、できるだけ事業
者の運営に支障のないように設定し直す予定です。

87

社会教育
事業に関
するスケ
ジュール
の短縮

3 3 1

別紙８に示される社会教育事業の実施の流れ
では、事業を実施すべき年度の前年度１月ま
で予算が確定しないことになっており、PFI事
業者にとっては、翌年のサービス購入料が直
前まで確定せず、不都合が多いと思われま
す。
また、社会教育事業は区部ユース・プラザに
おいて、最優先で実施すべき事業になると思
われるため、その他の事業に関する予約等を
スムーズに行うためにもスケジュールを短縮
していただけないでしょうか。

別紙８の「社会教育事業の実施の流れ」でいうサービス
購入料とは、社会教育事業実施にかかる経費分のみをカ
バーするサービス購入料Ｅを指します。したがって、前
年度1月に予算が確定すれば事業者に不都合は生じない
と考えております。
また、スケジュールについては、予算制度の関係上、短
縮することはできません。

88
社会教育
事業者に
ついて

3 3 1

社会教育事業の実施主体として特定宗教団体
或いは、特定宗教団体傘下の団体に事業を委
託することは可能でしょうか。国立オリン
ピック青少年総合センターでは特定の宗教教
育、宗教的活動は禁止行為となっています
が。

ユース・プラザの運営において、特定の宗教のための便
宜を図ること、事業等において特定の宗教若しくは宗派
の教義を宣伝・布教し、又は儀式を行うこと、特定の宗
教を排撃したりすること等はできません。　ただし、特
定宗教の傘下の団体であっても、布教等を目的とせず、
公益的な目的で活動する団体であれば、事業を委託する
ことは可能であると考えます。
なお、宗教的な活動については、利用団体のメンバー内
部の自主的な研修活動等にユース・プラザの施設を貸し
出すことは可能ですが、来館者等を対象とした布教につ
ながる活動等については団体の性質に関わらず、ユー
ス・プラザで行うことはできません。

8 
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89
社会教育
事業の実

施
3 3 1

社会教育事業として行う主催事業の年間規模
はどの程度を考えているのでしょうか。また
それは今まで夢の島総合体育館で行ってきた
内容および各青年の家が行ってきた事業を
ベースに新たに民間企画の内容を加えて行う
と理解してよいのでしょうか。

年間規模は、その時々の社会状況や政策的な要請によっ
て変動します。したがって、詳細は毎年度の企画委員会
において調整・決定しますが、現時点の想定としては別
紙８を参照してください。
また、内容については、青年の家及び夢の島総合体育館
でこれまで蓄積されたノウハウ等を活用しながら、
「『社会教育事業の実施』補足説明」（67ページ）の
「１考え方」に示した観点により実施します。

90
開催の決

定
3 3 1

次年度の社会教育事業について前年度の5月～
７月ごろに実施計画を決定し予算要求をする
とありますが、７月以降～年度末までに随時
開催される社会教育事業委員会で決定された
事業についても次年度の予算要求を行うので
しょうか。

次年度の社会教育事業の計画については、７月に確定し
ます。７月以降の委員会は、予算要求等の過程で必要と
なった変更や修正を検討するために開催するものです。

91
社会教育
事業の実

施
3 3 1

社会教育事業を請け負っている事業者が社会
教育事業委員会で決定した実施計画以外の事
業を独自で民間提案主催事業としてを行なう
ことは可能ですか。その際、クリスマス会な
ど多少宗教色がのあるものについて開催する
ことが可能でしょうか。

「文化・スポーツ教室等の主催等施設の有効利用」（32
ページ）及び「民間提案事業」（48ページ）として行う
ことが可能です。
クリスマス会等については、社会通念上妥当と判断でき
る範囲であれば可能と考えられますが、その内容及び方
法が、特定の宗教若しくは宗派の教義を宣伝・布教し、
又は儀式を行うこと、特定の宗教を排撃したりすること
等はできません。また、ユース・プラザの運営におい
て、特定の宗教のための便宜を図ることはできません。

92

社会教育
事業サー
ビス購入
料につい

て

社会教育事業の実施方法の中に、予算は実施
年度にサービス購入料として民間業者に支払
うとありますが、これは毎年変動するもので
すか？
実施内容に伴って変動するものと、固定的に
サービス購入料として支払われるものの内訳
を教えてください。
たとえば光熱水費などが固定的なサービス購
入料に含まれるのだとすれば、毎年実施する
内容が委員会によって変動する場合計上が難
しくるのではないでしょうか。

社会教育事業に充てるサービス購入料Ｅは毎年変動しま
す。
社会教育事業に係る経費のうち、ユース・プラザの常勤
の従業員（ユース・スクエア運営に係る社会教育主事の
有資格者を含む）の給料等及び光熱水費については、
ユース・プラザの通常の運営と共通する部分が多く、社
会教育事業分とユース・プラザの他の業務とで分けて計
上することが困難なため、固定的なサービス購入料Ａと
して支払います。
それ以外の経費（当該社会教育事業に直接関わる臨時職
員・アルバイト等の人件費、講師・指導者等への謝礼、
当該事業に関わる印刷・製本・ＰＲ・委託・賃借等の費
用等）をサービス購入料Ｅとして支払います。

93
社会教育
事業の実

施
3 3 2

社会教育事業を行なう場合、都も協力をする
とありますが、公立小・中・高等学校に情報
提供および協力依頼できるように、東京都教
育委員会の後援を得る協力をしていただける
のでしょうか。

企画委員会を経て計画・実施される社会教育事業につい
ては、都のサービス購入料で実施するものであり、東京
都教育委員会の関わりが、より明確になるような形でＰ
Ｒ及び実施をします。また、社会教育事業についての公
立学校への情報提供等については、都も可能な限り協力
します。
また、事業者が独自に実施する文化・スポーツ教室等に
関する東京都教育委員会の後援名義の取得は、通常の後
援名義申請の手続によります。

94

青少年の
活動に関
する相談
対応、情
報収集・

提供

3 4 2

ユース・スクエアのオープン時間は、ユー
ス・プラザのオープン時間と同じでしょう
か。また、その時間帯全てに専属のスタッフ
による対面サービスを行うことを期待してい
ますか。

ユース・スクエアには、様々な種類のサービスが含まれ
るため、「ユース・スクエアのオープン時間」として一
律に設定することは難しいと思われます。ユース・スク
エアのサービスのうち、専属スタッフ（社会教育主事の
有資格者）を配置する時間は、開館時間内の適切な時間
で設定してください。なお、対面サービスは、必ずしも
全てを専属スタッフが行う必要はありませんが、社会教
育主事の有資格者は、ユース・スクエアをはじめとした
ユース・プラザにおける社会教育的業務を効果的に遂行
するためのスタッフとして、常に専門的な視点からユー
ス・プラザの各種事業をコーディネートしてもらうこと
を期待しています。

9 



第 数字 （） ｶﾅ (ｶﾅ)
№

水準書(案)該当箇所
質　　　問 回　　　答タイトル

95
酒類、た
ばこの販

売
3 5 1 ｳ

・酒類、たばこの販売について、対面による
販売は必須でしょうか？
・自動販売機による販売は可能か？
・販売時間帯等の制限は？

・自動販売機による販売も可能としますが、青少年の施
設であることに十分に配慮し、設置場所等に配慮してく
ださい。
・販売時間帯については選定事業者が決定してくださ
い。

96 売店業者 3 5 2

売店業者について、都からの斡旋、紹介はあ
りますか？

ありません。

97 売店 3 5 2

売店をレストラン内に設け、従業員をレスト
ランの従業員と兼ねることは可能か？

事業者の自由とします。

98 売店 3 5 2

売店で売る物品については、最低限そろえる
ものといった基準が設定されるのか。また当
然将来の運営によりその品目を変えることは
可能か？

売店で売る物品の設定及び変更は事業者の自由とします
が、青少年の施設であることに配慮してください。

99
酒類の提

供
3 5 2 ｳ ｳ

酒類およびタバコの販売は、現在のＩＤ確認
が必要な自動販売機の設置で対面販売の代わ
りとすることはできますか。

可能とします。

100

文化・ス
ポーツ教
室等の主
催等施設
の有効活

用

3 6 1

民間主催の文化・スポーツ教室は、会員制事
業で考えてもよろしいですか。
また、「一般の施設利用が少ないことが見込
まれる時期（平日等）」とありますが、必ず
遵守しなければならないですか。

会員制事業にするかどうかは、事業者の自由とします。
ただし、本施設は、誰にでも開かれた親しみやすい施設
として、青少年をはじめとした多くの都民の活動を支援
するために設置するものです。したがって、会員制の事
業等を実施する際には、本来の設置目的にもとづく施設
提供事業、社会教育事業等を妨げることのないように、
会員制度の目的、会員の対象、募集・確定方法、会員の
利用特典（時期、施設、料金等）等の設定には十分に配
慮してください。

101
既存棟の
必要備品
に関して

3 6 1

業務の内容で、スポーツ教室の中には健常
者、老人、幼児の会員制ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙなどの事
業提案は可能でしょうか？

可能です。
ただし、本施設は、誰にでも開かれた親しみやすい施設
として、青少年をはじめとした多くの都民の活動を支援
するために設置するものです。したがって、会員制の事
業等を実施する際には、本来の設置目的にもとづく施設
提供事業、社会教育事業等を妨げることのないように、
会員制度の目的、会員の対象、募集・確定方法、会員の
利用特典（時期、施設、料金等）等の設定には十分に配
慮してください。

102

既存棟施
設仕様の
機能変更
について

3 6 1

既存棟施設において会員制のﾌｨｯﾄﾈｽ（健康増
進）事業の提案は可能でしょうか？

可能です。
ただし、本施設は、誰にでも開かれた親しみやすい施設
として、青少年をはじめとした多くの都民の活動を支援
するために設置するものです。したがって、会員制の事
業等を実施する際には、本来の設置目的にもとづく施設
提供事業、社会教育事業等を妨げることのないように、
会員制度の目的、会員の対象、募集・確定方法、会員の
利用特典（時期、施設、料金等）等の設定には十分に配
慮してください。

103
施設有効

利用
3 6 2

会員制のスポーツ教室の実施が可能との理解
でよいか？また、社会教育事業を妨げない範
囲での利用であれば、通年・平常的な各種事
業実施が可能との理解でよいか？

その通りです。
ただし、本施設は、誰にでも開かれた親しみやすい施設
として、青少年をはじめとした多くの都民の活動を支援
するために設置するものです。したがって、会員制の事
業等を実施する際には、本来の設置目的にもとづく施設
提供事業、社会教育事業等を妨げることのないように、
会員制度の目的、会員の対象、募集・確定方法、会員の
利用特典（時期、施設、料金等）等の設定には十分に配
慮してください。

10 
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104

文化・ス
ポーツ施
設教室等
の主催等
施設の有
効利用

3 6 2

有効利用のために会員を募り、定額料金を徴
収し、好きなときに施設が利用できる（当然
週末利用が増えると思われるが）会員制度に
よる運営を行うことは可能か？その場合、当
然に繁忙期、休日に利用させることも可能と
考えてよいか。

会員制事業にするかどうかは、事業者の自由とします。
ただし、本施設は、誰にでも開かれた親しみやすい施設
として、青少年をはじめとした多くの都民の活動を支援
するために設置するものです。したがって、会員制の事
業等を実施する際には、本来の設置目的にもとづく施設
提供事業、社会教育事業等を妨げることのないように、
会員制度の目的、会員の対象、募集・確定方法、会員の
利用特典（時期、施設、料金等）等の設定には十分に配
慮してください。

105

営業及び
広報活動
に伴う

サービス
購入料

3 7 1

営業及び広報活動について、都がその一部を
負担すべくサービス購入料は支払われるの
か？

営業、広報活動に要する費用は、サービス購入料支払の
対象と考えております。

106 広報活動 3 7 2 ｳ

定期的発行の回数については、選定事業者の
判断によって決定可能ですか？

事業者の自由としますが、年間４回以上発行してくださ
い。

107

夢の島公
園内諸施
設の改修

計画

3 8 1

夢の島公園内の諸施設、特に、コロシアム、
植物園、第５福竜丸展示施設の改修計画は、
近々予定されているのか。

現時点では、夢の島公園内諸施設の改修計画はありませ
ん。

108

夢の島公
園内諸施
設との連
携

3 8 1

「他の施設との連携についても検討を行うも
のとする。」とあるが、提案時に連携内容を
提案する必要があるのか？

提案時には提携内容（方針、考え方のレベルでも可）を
提案してください。

109

夢の島公
園内諸施
設との連
携

3 8 1

夢の島公園及びその周辺にある4施設につい
て、現在都は、それぞれの施設との連携の可
能性について検討を開始しているとあるが、
具体的な検討内容をお示し下さい。

現在考えているのは、提携施設を利用したスポーツ大
会、スポーツ合宿、宿泊施設見学をパックにした宿泊
サービス企画などです。主催事業での周辺施設利用、周
辺施設利用者（団体）のユース・プラザ利用料金割引、
連携施設利用者宿泊プラン設定等を考えています。現在
調整中のため、提携内容と都の協力内容については、入
札公告時に示します。

110

その他
（夢の島
公園内諸
設備との
連携）

3 8 1

近隣の水場にヨットやボートを浮かべたり、
ユース・プラザ専用の場所を確保するなど交
渉の可能性はありますか。

近隣を活用した事業等は積極的に展開していただくこと
を期待していますが、ユース・プラザ専用の場所の確保
については、入札公告時に示します。

111 その他 3 8 1

公園内になるバーベキュー場にかまどを設
け、薪で火を起こすことを行いたいのです
が、どのようにしたら可能でしょうか。

バーベキュー場においては、施設がない点と現在の規定
の面で薪で火をおこすことは難しいと考えます。　ユー
ス・プラザ敷地内に施設の一部としてかまどを設けるこ
とは可能です。

112
企業協賛

金
3 8 2

企業協賛金による広告収入とサービス購入料
との関係をお示しください

企業協賛金による広告収入は、各種主催事業（社会教育
事業又は文化・スポーツ教室等）又は区部ユース・プラ
ザの営業・広報に充てることとを予定しています。利用
者は低廉な料金で参加あるいは利用できるように努める
とともに区部ユース・プラザのより一層のイメージ向上
や都民への周知に充当してください。

113
企業協賛

金
3 8 2

企業協賛金で得た広告収入は都のサービス購
入料を減らすことに寄与するものと考えるが､
その際の区分けとして契約書（案）別紙９の
サービス購入料Ａに該当するものと理解して
いいか？また､協賛金に関しては２０年間固定
して継続されるものではないと考えられる
が、事業期間の途中で協賛金の相手、金額等
変動があった場合、サービス購入料とどう関
係してくるか教えてほしい。

企業協賛金による広告収入は、各種主催事業（社会教育
事業又は文化・スポーツ教室等）又は区部ユース・プラ
ザの営業・広報に充てることとを予定しています。利用
者が低廉な料金で参加あるいは利用できるように努める
とともに区部ユース・プラザのより一層のイメージ向上
や都民への周知に充当してください。

114
企業協賛
金の獲得

3 8 2

企業協賛金の獲得を積極的に利用せよとの事
ですが、本PFI事業のサービス購入対価を軽減
するため、"事前" に趣旨に賛同する企業から
の協賛金を獲得して事業提案する事が最終評
価に繋がるのでしょうか。

企業協賛金収入により、利用者の利便向上等に繋がるこ
とは、都として強く望むところです。そのことをどのよ
うに評価していくかについては、入札公告時に示す予定
です。

11 
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115
企業協賛
金の獲得

3 8 2

現在、夢の島体育館における自主事業で、企
業からの協賛金を獲得しているということで
すが、どのような内容の自主事業に、いくら
どのような形で獲得しているのでしょうか。
またその企業にはパンフレットに企業名が入
るなど何か特典が与えられているのでしょう
か。

現在、（財）東京都生涯学習文化財団及び東京都教育委
員会で共催しているスマイルスポーツ事業（東京都の６
つの体育施設を中心に実施される事業）について、民間
企業と協賛し、実施しております。このパンフレットに
は企業名やその企業の商品が広告されております。

116
既存棟の
計画修繕

4 1 2

実施方針及び実施方針の質問回答及び契約書
（案）第47条では「既存棟の大規模修繕は都
が行う」となっています。今回の案にて示さ
れた「既存棟の計画修繕」とは大規模修繕と
は異なるものと理解して宜しいでしょうか。
都が行う大規模修繕の内容を明示していただ
きたい。

契約書案別紙1（35ページ）を参照してください。

117
計画修繕
について

4 1 2 ｲ

既存棟計画修繕については別冊４に明示とあ
りますが、明示された後に質問の機会はいた
だけるのでしょうか。
また、事業開始後の既存棟における大規模修
繕は東京都が行うとなっていますが、大規模
修繕とそれ以外の修繕の区分けなどの定義を
明確にして頂きたい。

9月3日から9月14日まで、質問・意見を受け付けまし
た。また、9月28日まで再質問を受け付けます。
大規模修繕については、契約書案別紙1（35ページ）を
参照してください。

118

プールの
水抜き・
水はリの
時間はど
れくらい
ですか？

4 2 3 ｲ ｱ

プールの水槽は定期的に水を抜き、水垢等を
落とし、清潔な状態を保つことになっている
が、現在実施されている水抜き清掃の頻度及
び水抜き・水張りにはどのくらいの時間がか
かるのでしょうか？

プールに関しては、遊泳プールの衛生基準について（厚
生省衛生局長通知）、東京都プール等取締条例、東京都
プール等取締条例施行規則、東京都江東区プールの衛生
管理に関する条例に従ってください。
現在の夢の島体育館の水抜き清掃は年間３回実施、排水
に３時間、注水加温に２６時間要しています。

119
床面の定
期清掃に
ついて

4 2 3 ｲ ｱ

石床や弾性床は定期的に、洗剤で清掃し床維
持剤を塗布すると言う要求水準であるが、管
理上不必要と思われる場所については床維持
剤は塗布しない管理方法を行ってもよろしい
でしょうか？

事業者の判断に任せる予定です。

120 運営基準 4

運営にあたり水道光熱費等の算出に大きな影
響を与えるプール・浴場の水の入替え頻度・
水質基準、宿泊施設・文化学習施設等の照明
照度・空調温度等の具体的基準を示して頂け
ないでしょうか。

プールに関しては、遊泳プールの衛生基準について（厚
生省衛生局長通知）、東京都プール等取締条例、東京都
プール等取締条例施行規則、東京都江東区プールの衛生
管理に関する条例に従ってください。
空調温度は、基本設計を参考とし、また照明照度は、Ｊ
ＩＳに従ってください。

121

ネーミン
グライト
販売に伴
う収入

5 1 1

「ネーミングライト販売に伴う選定事業者の
収入については、都が支払うサービス購入料
の低減に充当すること」とありますが、契約
書（案）別紙９のサービス購入料のどれに当
たりますか。または、サービス購入料トータ
ルに対してみるのですか。

利用料金収入と同様、サービス購入料Ａに充当します。

122
ネーミン
グライト

販売
5 1 1

本件の応募にあたり、ネーミングライト（施
設命名権の販売）は必ず活用しなければなら
ないのでしょうか。応募者が施設名称を提案
するだけでは、基準を満たさないのでしょう
か。また、ネーミングライト販売に伴う選定
事業者の収入については、都が支払うサービ
ス購入料の低減に充当することとあります
が、A～Fのサービス購入料のうち、どのサー
ビス購入料を低減することになるのでしょう
か。

活用していただきたいと考えますが、なお御意見等をい
ただきたいと思います。
充当するサービス購入料については、利用料金収入と同
様にサービス購入料Ａとなります。

123
ネーミン
グライト

5 1 1

ネーミングライト販売に伴なう選定事業者の
収入については､都が支払うサービス購入料の
低減に充当することとあるが、これは契約書
（案）別紙９のサービス購入料のどれに該当
するか？

利用料金収入と同様、サービス購入料Ａに充当します。

124
屋外広告

表示
5 1 1

施設命名権以外に、数社に対して屋外広告を
認め利用料（看板料）を取ることは可能か？

公園内における屋外広告は、自家用広告などを除き屋外
広告物条例により禁止されています。
ただし、屋内については可能です。

12 
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125
社会教育

主事
5 2 2

社会教育主事資格者の人選方法について御教
えください。

社会教育主事の有資格者は、事業者において選んでくだ
さい。

126
社会教育
主事の常

駐
5 2 2

「常駐」の意味は、開館時間中は常駐させる
という意味か？

ユース・プラザの開館時間中全てという意味ではありま
せん。
社会教育主事の有資格者は、ユース・スクエアをはじめ
としたユース・プラザにおける社会教育的業務を効果的
に遂行するためのスタッフとして、常に専門的な視点か
らユース・プラザの各種事業をコーディネートしてもら
うことを期待しています。したがって、社会教育主事の
有資格者の常駐については、ユース・スクエア等の各種
サービスの提供時間や方法を鑑み、適切と思われる時間
を設定してください。

127
備品等の
整備、更

新
5 4 1

備品の更新の判断は、事業者の判断にゆだね
られるのか？例えばいくら老朽化していても
機能を果たせば更新する必要はないのか？

備品の更新は、新棟・既存棟とも民間事業者の判断で
す。

128
既存棟の
必要備品
に関して

5 4 2

第三体育室の最低必要備品で得点板とありま
すが、得点板の仕様としてはどのような内容
（種目等）をお考えでしょうか？

第三体育室で利用される種目に対応するものであれば事
業者の自由とします。

129
民間提案

事業
5 5 1

落札者が提案した事業内容を、落札後、また
は、事業開始後、変更する場合の手続き及び
可否について教えて下さい。

基本的には、事業者の提案内容はそのまま契約内容とな
ります。事業開始後等における変更手続等は、入札公告
時に示します。

130
民間提案
事業の施
設要件

5 5 2

民間提案事業施設を設ける場合、54,044m2の
許容容積対象床面積（敷地面積27,022m2、容
積率200％）のうち、既存棟12,530m2と新棟
6,000m2（上限）以外の面積が建設可能と理解
して宜しいでしょうか。
新棟は6,000㎡を上限とするとありますが、民
間施設を新棟内に増築する場合は、民間事業
利用部分以外の面積が6,000㎡以下であれば良
いのでしょうか。

その通りです。
民間提施設を新棟内に増築する場合は、その部分が6,000
㎡を超えることも可能です。ただし、ユース・プラザ全
体の用途制限に関する許可は、8,000㎡で取得しているた
め、この範囲内を想定しています。

131
民間提案
事業の業

態
5 5 3

基本的には、都市公園法で定める公園施設の
種類の中でと解釈しますが、それからやや広
がる業態の可否を、都と事前に相談できる機
会はあるでしょうか。

設ける予定です。

132
民間提案
事業の事
業期間

5 5 3

民間提案事業は純粋な民間事業であり、社会
やマーケットの変化により事業継続が困難に
なる可能性があります。民間事業者にとって
参加しやすい事業とするため、民間提案事業
については事業期間の制限等を設けないよう
にしていただきたく思います。

入札公告時に示します。

133
民間提案

事業
5 5 3

通常利用とは別に、会費制の会員型利用は認
められるか？（民間のスポーツ倶楽部のイ
メージ）認められる場合、会計も明確に分離
されるのかまた、提案した民間提案事業内容
を、事業期間の中で変更することは可能か、
その場合の手続きは？

会員制事業にするかどうかは、事業者の自由とします。
なお、別の専用施設を作って実施する場合は「民間提案
事業」となりますので、会計は別にする仕組みを考えて
ください。民間提案事業の変更については入札公告時に
示す予定です。
ユース・プラザの施設を使って（有効利用として）実施
する場合は、「文化・スポーツ教室等の主催等施設の有
効利用」となります。

134
運営に当
たっての
留意事項

5 5 3

民間提案事業に係る会計と区部ユース・プラ
ザ本体の会計を別にする等、民間提案事業の
実施が、区部ユース・プラザ本体の運営に支
障を及ぼすことのないようにする事との記述
において、「会計」を別にする事は理解でき
ますが、一旦都のサービス購入料軽減を実現
した民間提案事業の会計書類等は民間のもの
であり、都に提示する必要はないと理解して
おいてよろしいですか。

事業者の財務状況について把握させて頂きたいので、す
べての財務書類を提出して下さい。
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135
審査基準
について

配点等の審査基準はどうなるのか。特にＶＥ
提案による配点割合、民間事業提案による配
点割合はどうなるのか。

入札公告時に落札決定基準を示します。

14 


